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序章 さいたま市環境影響評価 
技術指針手引について 



序章 さいたま市環境影響評価技術指針手引について 

序-3 

序章 さいたま市環境影響評価技術指針手引について 

序.１ さいたま市環境影響評価技術指針手引の利用方法等 

序.１.１ 目的 

このさいたま市環境影響評価技術指針手引（以下「手引」という。）は、平成 28 年 10

月に施行される「さいたま市環境影響評価技術指針」の内容を解説し、あわせて、地域区

分ごとの作成事例を例示することにより、環境影響評価及び事後調査がより適切かつ円滑

に行われ、対象事業等の実施に際し、環境の保全について適正な配慮が行われることを目

的とする。 

 
序.１.２ 利用方法 

この手引は、環境影響評価等を行う事業者及び都市計画決定権者並びに事業者等から環

境影響評価等の委託を受ける者が利用することを想定している。 

このため、この手引は、利用者が環境影響評価及び環境影響評価の対象となる項目に関

する基礎的な知識及び技術を有していることを前提にしている。 

この手引は、技術指針の規定を解説し、事例を例示したものであり、事業者等が環境影

響評価等を行うに当たってこの手引を参考に実施するものとする。事業者等には、環境影

響評価等を行うに当たっては、事業特性及び地域特性を勘案した上、技術指針に従って調

査等の項目及び方法を選定し、環境保全措置を検討すること。 

 
序.１.３ 構成等 

技術指針と手引の構成の対照は、次ページのようになっている。 

この手引での技術指針の解説（第１章、第２章及び第３章）においては、技術指針の規

定を   で囲み、その次に解説を記述した。 

なお、解説が不要と考えられる技術指針の規定については、解説を省略した。 

法律、条例、告示等の引用にあたっては、誤解が生じない範囲でその年、番号等を省略

した。 

【例】環境影響評価法（平成９年法律第８１号） 

→この手引での表記方法：環境影響評価法 



序章 さいたま市環境影響評価技術指針手引について 

序-4 

 
技術指針と手引の構成対照表 

技術指針 手  引 

 序章 

第１ 総論 第１章 総論 
１ 趣旨 １.１ 趣旨

２ 基本的事項 １.２ 基本的事項

３ 環境影響評価等の手順 １.３ 環境影響評価及び事後調査の手順

４ 環境の保全のための措置に関する事項
 

１.４ 環境配慮事項及び環境保全措置に関
する事項 

 
 第２章 別表 
別表１ 環境影響評価の項目 ２.１ 別表１ 環境影響評価の項目 
別表２ 地域特性の把握のための調査項目 ２.２ 別表２ 地域特性の把握のための調

査項目 
別表３ 環境影響要因と環境影響評価の項

目との関連表 
２.３ 別表３ 環境影響要因と環境影響評

価の項目との関連表 
別表４ 自然環境の保全等を目的として法

律又は条例の規定により指定された
地域 

２.４ 別表４ 自然環境の保全等を目的と
して法律又は条例の規定によ
り指定された地域 

別表５ 調査計画書作成までの段階におい
て留意されるべき配慮事項 

２.５ 別表５ 調査計画書作成までの段階
において留意されるべき配慮
事項 

別表６ 準備書作成までの段階における環
境保全措置検討のための基本事項 

 

２.６ 別表６ 準備書作成までの段階にお
ける環境保全措置検討のため
の基本事項 

 
第２ 各論 第３章 各論 
１ 大気質 ３.１ 大気質

２ 騒音・低周波音 ３.２ 騒音・低周波音

  ････････････････････････    ････････････････････････ 
  ････････････････････････    ････････････････････････ 
２３ 安全 ３.２３ 安全

 
第４章 関係図書作成上の留意事項 

 ４.１ 共通事項

 ４.２ 調査計画書の作成 
 ４.３ 準備書の作成

 ４.４ 評価書の作成

 ４.５ 事後調査書の作成 
 

 
 

 

 


